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１ 適用 

本仕様書は、路面電車 250 形 255 号車の台枠下面のアンダーシール（瀝青 

系樹脂塗料、非飛散性アスベスト 0.1-5％含有）を除去する業務に適用する。  

 

２ 履行期間 

契約書に示す着手の日から令和４年 11 月 30 日まで。日程の詳細について 

は委託者と打ち合わせのこと。 

 

３ 業務範囲 

 (1) 業務対象 

   路面電車 250 形 255 号車 台枠 １台 

   なお、台枠は約 1.4×2.2m 角で 9 個程度に切断されているものとする。 

 (2) 業務場所 

 札幌市内の受託者の施設等を選定し、住所・連絡先・設備等を書面で提 

出すること。 

   なお、業務場所への台枠の搬入、搬出は委託者が実施する。クレーン又 

はユニックを使用するため、作業範囲等に留意すること。 

 

４ 業務内容 

業務場所（受託者の施設等）にて、台枠下面に塗布されているアンダーシ 

ール（瀝青系樹脂塗料、非飛散性アスベスト 0.1-5％含有）を除去する。  

(1) 除去準備 

   業務場所へ台枠を搬入する際には現場に立会い、積み下ろし場所等につ 

いて指示を行うこと。なお、台枠の下面に敷く敷板鉄板等の養生について 

は委託者で用意・設置する。 

作業場および施工区間には部外者が入らないようにロープ等で囲うと 

共に、「アスベスト除去作業」が明確に分かる標識板等を設置すること。 

作業場を離隔養生し、適切なアスベスト飛散防止措置を講ずること。 

業務員はアスベスト用の保護衣・保護眼鏡（ゴーグル）・保護手袋・シ 

ューズカバー・防塵 / 防毒マスク（国家検定合格の呼吸用保護具）を必 



ず着用して作業すること。 

 (2) アンダーシール除去作業 

アンダーシールは瀝青系樹脂塗料（非飛散性アスベスト 0.1-5％含有） 

で、塗膜の厚さは１mm 程度の厚みである。塗料用剥離剤で湿潤させ、手 

工具または電動工具により車両の地肌(鋼板もしくは下地塗料）が見える 

まで取り除くこと。 

 剥離剤は有機溶剤予防中毒規則の対象とならない環境配慮型のものを 

選定すること。 

除去した面は乾燥後に白色の飛散防止処理剤を吹付け処理すること。 

除去したアンダーシール等の廃棄物はすべてアスベスト廃棄物処理用 

袋（0.15mm 厚のポリエチレン袋）に入れ、二重密封処理すること。 

(3) 養生等撤去 

除去作業が終了し、飛散防止処理の完了を確認後に養生を撤去する。 

撤去した養生等はすべてアスベスト廃棄物処理用袋（0.15mm 厚のポリエチ 

レン袋）に入れて二重密封処理すること。 

 また台枠の搬出に備え、業務場所の整理を行うこと。 

(4) アスベスト廃棄物等について 

 アスベスト廃棄物は密封のうえアスベスト保管場所であることが分か 

る掲示板を設置の上保管すること。なお、保管場所は委託者と協議の上決 

定する。 

 

５ 順守法令等 

受託者は業務の履行にあたり、次の関係法令・規程等を順守しなければな 

らない。 

(1) 大気汚染防止法 

(2) 労働安全衛生法 

(3) 石綿障害予防規則 

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 

(5) 有機溶剤中毒予防規則 

(6) その他関係法令及び規程 



６ 業務主任の選任及び業務員 

(1) アンダーシール除去業務の作業現場には現場業務の責任者である業務 

主任を配置すること。なお、業務主任は石綿作業主任者技能講習の修了者 

とすること。 

(2) アンダーシール除去業務の業務員は全員が石綿特別教育（石綿使用建築 

物等解体等業務特別教育）を受講したもので構成し、業務内容を十分に理 

解させた上で作業に従事させること。 

 

７ 賠償責任 

  故意または重大な過失により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、委 

託者に報告のうえ、速やかに損害の相当額を賠償するとともに、責任を持っ 

て速やかにその処理・解決にあたるものとする。 

 

８ 提出書類 

下表に定める書類を委託者に提出すること。 

№ 書類名 提 出 期 限 

１ 業務着手届（別紙３：第８号様式） 
契約後速やかに 

２ 労働災害保険関係の成立を証する書類 

３ 石綿作業計画書 

決定後速やかに 

４ 業務主任経歴書 

５ 業務員名簿 

６ 資格証明書の写し（石綿作業等） 

７ 業務工程表 

８ アンダーシール除去施設 

（住所・連絡先等を記入すること。） 

９ 石綿作業施工記録 

業務完了時 
10 業務写真（業務全体の内容が分かるもの、

また、呼吸用保護具が国家検定合格である

ことが分かるもの） 



11 業務完了届（別紙４：第 13 号様式） 業務完了時 

その他、委託者が必要と認めるもの。  

 

９ 契約金額の支払い 

受託者は業務完了後に業務完了届を提出し、委託者が行う完了検査に合格 

した後に、支払い手続きを行う。 

 

10 疑義 

本仕様書に明記されてない事項及び疑義が生じた事項については委託者 

と十分協議すること。 

 

11 法令遵守（コンプライアンス）の徹底 

受託業務の実施にあたっては、法令違反または不適切行為を防止するため、 

法令及び作業ルール等の遵守を徹底すること。 

 

12 札幌市環境マネジメントシステムの運用への協力 

(1) 受託者は、作業に従事する者へ本市の｢環境方針｣（別紙５）を周知し、 

本市の環境配慮に対する取り組みについて理解させること。 

(2) 受託者は、本市環境マネジメントシステムに合致する形で業務を遂行す 

ること。 

 

13 添付書類 

(1) 255 号車台枠 アンダーシール塗布箇所・・・・・・・・・・・別紙１ 

 (2) 業務着手届（第８号様式） ・・・・・・・・・・・・・・・・別紙２ 

(3) 業務完了届（第 13 号様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙３ 

(4) 環境方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別紙４ 

 



仕様書番号　札交車　第9516号

車両課　車両係

名　　　称 仕　　様 数量 単位 単　　価 金　　額 摘　　要

台枠アンダーシール除去業務

　⑴除去準備費用 離隔養生費等 1 式

　⑵アンダーシール除去作業 除去資材、消耗品費含む 1 式

　⑶養生等撤去 資材撤去、清掃費等 1 式

車両費 資材運搬車等 1 式

一般管理費 法定福利費等 1 式

小　　計

再　　計

消費税相当額 10.0%

合　　計 　

　

路面電車250形台枠アンダーシール除去業務

金　　　　　　円



別
紙
１

塗布箇所：台枠下面（約30m2） ※一部機器は取り外されます
※約1.4×2.2m角に切断されています

255号車 アンダーシール塗布箇所

１位側

２位側

１位側 ２位側

12,900

2,
23

0

台枠

台枠下面

1,400



台車上部①
台車上部②

先端部③

先端部②
先端部①

別
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中間部①中間部②

台枠下面



別紙２ 

業務委託－第８号様式 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。 

 

 

業務着手届 

 

  年  月  日   

札幌市交通事業管理者 

交通局長       

 

住   所 

受託者  商号又は名称 

職・氏名               印 

 

 

 

 

業務名                              

 

 

 

 

上記業務は、     年   月   日に着手したのでお届けします。 

 

 



別紙３ 

 業務委託－第13号様式 

 

業 務 完 了 届 

 

    年  月  日  

 

札幌市交通事業管理者 

交通局長  

 

住  所  

               受託者 商号又は名称  

職・氏名           印 

 

業務名                                 

 

上記業務は，   年  月  日に完了したのでお届けします。 

 

備考 札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不

要）を可とする。送信先等の提出方法は札幌市交通局の指示に従うこと。 
  

------------------------（以下、札幌市交通局使用欄）------------------------- 
 

受 付 年  月  日 

 完了を確認した職員 

 （氏名）             印 

 

課長 係長 係  
   

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ，  

年  月  日に検査を実施してよろしいか。 
  

検査員 （役職・氏名） 

 



別紙４


